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江戸川南間税会会⾧会⾧のご挨拶
森田 知行

江戸川南税務署⾧署⾧着任のご挨拶
岡村 秀直

令和6年5月28日には、第29回定時総会を開催し、
全ての議案が承認可決され、令和6年度、創立30
年目の事業計画がスタートいたしました。令和5
年10月1日からは「インボイス制度」の適格請求
書等保存方式が導入され、消費税も新たな取り
組みに向かっております。会員の皆様には制度
の内容をご理解戴きたく署の方々のご指導を戴
き乍ら研修会を開催して参ります。この度の江
戸川南税務署の人事異動により、一年間大変お
世話になりました佐藤署⾧様に代わり、新たに
四国高松局より岡村署⾧様が着任されました。
新署⾧様をはじめ、新幹部の皆様には、より一
層のご指導をお願い申し上げます。今年度の事
業計画の一つとして、江戸川南間税会・創立30
周年にあたり、400人社を目指し、新規会員数の
確保・増強運動を展開し、財務基盤の強化を進
めて参ります。また、毎年好評を得ている「税
の標語」を今年も、二之江中学校・船堀小学
校・第二葛西小学校と、新しく葛西小学校が加
わり、生徒さんと一般の方々にもお願いし、多
数の応募を 期待するところであります。昨年
来より進めて参りました租税教室の実施が、本
年5月17日に、署の方々や葛西小学校のご理解と
ご協力のもと、今年は本会員の方々に先生役を
担って戴き、4年生の全クラスに参加してもらい
ました。初めての試みでしたが、生徒さんたち
の真剣に取り組んでいる姿に、「実施してよ
かった」「次年度も又先生役を」との声も上
がった次第です。
「税を考える週間」行事には、昨年11月13日に
消費税完納やインボイス制度の理解を深めて戴
く目的のもと、当会と「推進宣言書」に調印締
結した江戸川南納税貯蓄組合との合同で、街頭
広報キャンペーンとしてカットバンの配布を今
年も行う予定です。また、青年部主催の「イン
ボイス制度」についての研修会を開催し、消費
税等に関する周知・啓発活動に力を入れて参り
ますので、会員の皆様には、より一層のご理解
とご協力をお願い申し上げます。
結びに、皆様方のご事業の発展を心からご祈念
申し上げ、ご挨拶と致します。

残暑の候、江戸川南間税会
会員の皆様におかれまして
は、日々お元気にご活躍の
こととお慶び喜び申し上げ
ます。平素より、江戸川南
間税会、税の広報活動及び
諸活動に対し、温かいご理
解とご協力を賜り、ありが
とうございます。

ていました。この度、再度勤務する機会を得まして、
皆さまと交流できますことを非常に嬉しく思います。
前任の佐藤署⾧同様、よろしくお願いいたします。
貴会の皆さまには、平素から税務行政に対しまして
深いご理解と多大なるご協力を賜り、心から厚く御
礼申し上げます。特に、消費税をはじめとする租税
知識の普及を図るため、租税教育の一環として「税
の標語」の募集活動や「世界の消費税」が学べるク
リアファイルの配付に加えて、貴会で作成いただい
た懸垂幕の掲示、インボイス制度説明会の開催など
をしていただいております。これら貴会の独自事業
のほか、新たに貴会がけん引役となって江戸川南納
税貯蓄組合連合会と共同で「『消費税完納、e-Tax
利用、キャッシュレス納付及びインボイス制度』推
進宣言」の調印式と街頭広報を、また、新型コロナ
ウィルス５類感染症移行後の本年の確定申告期にお
きましては、葛西駅、西葛西駅、船堀駅の3駅に拡大
しての街頭広報を復活していただきました。このよ
うに貴会単独の事業のみではなく、地域の他の団体
との共催や様々な工夫によりその活動の幅を広げて
いただくなど、多岐にわたる魅力ある事業活動を通
じて、幅広い分野での税に関する啓発活動や納税意
識の高揚に努められるとともに、地域社会へ大きな
貢献をされておられます。税務行政を担う者としま
しては非常に心強く感じており、これもひとえに森
田会⾧をはじめ、役員並びに会員の皆さまの並々な
らぬご努力の賜物であると深く敬意を表する次第で
ございます。ところで、税務行政に目を向けますと、
スマホ申告をはじめとする自宅等からのｅ-Ｔａｘ、
納税証明書のオンライン請求、キャッシュレス納付
の各普及拡大、インボイス制度の定着などの課題に
加えて、定額減税の制度への対応のほか、会計や税
務のデジタル化を含めた様々な側面からの「事業者
の方のデジタル化の促進」に向けた取組など新しい
課題も数多くございます。
私どもといたしましては、これらの課題に対しま

して納税者の皆さまに寄り添った形で取り組んで参
る所存ではありますが、皆さまのお力をお借りしま
せんと円滑に進めることはできません。税務行政の
良き理解者である貴会の皆様には引き続き、ご理解
とご協力を賜りますよう重ねてお願いいたします。
結びに当たり、江戸川南間税会の益々のご発展と

会員の皆さまのご健勝並びに事業のご繁栄を心から
祈念いたしまして、私の着任の挨拶とさせていただ
きます。

江戸川南間税会の皆さまにおかれ
ましては、益々ご清祥のこととお
慶び申し上げます。
この度の定期人事異動により高知
県伊野税務署⾧から転任して参り
ました岡村でございます。江戸川
南税務署には平成25年７月から２
年間総務課⾧として勤務しており、
その当時、間税会の皆様には大変
お世話になり、良き思い出となっ



国税庁⾧官
奥 達雄氏
京大法卒、旧大蔵省へ。23年理財局⾧。

東京国税局⾧
星屋 和彦氏
東大法卒、旧大蔵省へ。23年国税庁次⾧。

星屋 和彦氏は、今年の確定申告期に話題となった政治資金問題に関して、
第213回国会 衆議院 予算委員会 第5号 令和6年2月7日において、「政治
家個人に帰属する政治資金が、仮にそれが政治活動に使われず残額がある場
合には、その分につきましては雑所得として課税関係が生じるということで
ございます。」、第213回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号 令和6年2月
16日において、「政治家個人に帰属する政治資金につきまして、政治活動
のために支出した費用、これは費用のみが必要経費として認められるという
ことでございますが、それ以外に使用している場合など課税上問題がある場
合には税務調査を行うなどによりまして、適正、公平な課税の実現に努めて
まいりたいと考えております。」とご答弁されています。

奥 達雄氏は、国債について、第212回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
令和5年11月9日において、「金利の急激な上昇という局面が続くならば、
いつまでもこれはこの債券が返ってくるとは限らない、あるいは利払いを受
け取ることができないかもしれない。政府はしっかり頑張りますと、そうい
うふうにやりますというふうに、もちろんそのような意思を持って臨むわけ
でありますが、マーケットからこれは怪しいのではないかというようなそう
いう疑念が広がるという事態になった場合には困難になる可能性もあるとい
うふうに考えてございます。」と市場関係者との信頼関係を維持することが、
国債の発行と管理において重要であることをご答弁されています。

署⾧
岡村 秀直氏

副署⾧
山内 智氏

総務課⾧
石川 義弘氏

法１統括官
山下 翼氏

令和６年度江戸川南税務署幹部職員の顔ぶれ

江戸川南税務署職員の方々の異動状況は、次のとおりです。

令和６年度国税庁⾧官

令和６年度東京国税局⾧
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旧新
所属職名等

新任署氏名前任署氏名

総務部・広報広聴室・広報官佐藤 孝幸高松局・伊野・署長岡村 秀直署長

武蔵野・指定特官（法人）和田 充町田・副署長山内 智副署長

船橋・総務・課長藤本 志保甲府・徴収１・統括官石川 義弘総務課長

麹町・審専官（法人）泉水 健渋谷・法人４・統括官山下 翼法人１統括官

留任平野 亮留任平野 亮法人２統括官

目黒・特官（法人）・上席油谷 隆久課１・訟務官室・専門官山元 智晶法人３統括官

留任秋田 隆司留任秋田 隆司総務課長補佐

玉川・法人１・上席金田 明幸業務ｾﾝﾀｰ（芝分室）・官行木 裕太法人１会担当



江戸川南間税会第29回定時総会開催報告
事業委員会が担当する、江戸川南間税会にとって一年で最も

重要な行事の一つである定時総会を今年も5月２８日（火）
午後５時からタワーホール船堀にて開催し、会員の皆様に
ご参加いただきました。
準備段階から当日の様子まで、会の流れを振り返ります。

【準備】
・タワーホール船堀の会場を予約
・会報誌5月号に定時総会のお知らせを掲載
・会報誌に定時総会のご案内と参加回答用のはがきを同封
・来賓の団体へ案内状を発送
・税務署⾧と友誼団体代表へ挨拶（祝辞）依頼
・議案書を作成（会計報告・予算資料は会計委員会から提供）
・参加回答用のはがきから参加人数を確認し、議案書を印刷
・当日の司会者用レジュメ作成、印刷
・会場へ貼る進行表、司会・議⾧・来賓席用の貼り紙を印刷
・懇親会のアトラクションと景品を準備
・税務署副署⾧へ乾杯のご発声を依頼

皆様のご協力のおかげで、今年も
素晴らしい定時総会を開催すること
ができました。事業委員会一同、心
より御礼申し上げます。
次回の定時総会は、第30回記念大

会となります。より一層パワーアッ
プした内容でお届けできるよう、準
備を進めてまいりますので、どうぞ
お楽しみに！

森田会⾧ 荒井香名副会⾧

桐井義則副会⾧東京小売酒販組合
葛西支部
中里清一支部⾧

江戸川南税務署
佐藤孝幸署⾧

稲垣忠雄事業委員⾧ 玉川文明会計委員⾧永尾隼監事

井副隆興常任理事中川守常任理事

松﨑弘洋常任理事
【当日】
・会場確認マイクスタンド、進行表、司会・議⾧・来賓席用の貼り紙をセット
・受付で参加費を徴収し、来賓へ胸花を配布
・定時総会終了後、会場片付けと懇親会会場への誘導

４



日時令和６年５月１7日（金）

租税教育推進協議会の一員である当会が主体となり、江戸川区立葛西小学校にて第２回租税教室
を開催しました。小学４年生５組141名の児童が「税金は何のためにあるのか」をテーマに学びま
した。
講師は、当会から郡初美理事、飯田裕理事、村上直美理事、島村和実理事、永尾隼監事の５名の

役員が務めました。授業では、「学校生活も税金で支えられている」という身近な例を挙げ、児童
たちは熱心に耳を傾けていました。
森田和行会⾧、小林司広報委員⾧、彦田好之理事、鹿野裕理事が講師を補佐し、カメラマンを務

めました。
１億円のレプリカが登場すると、大盛り上がり！「みほん」と大きく書かれているのにもかかわ

らず、「本物？！」と疑う男の子や、持ち上げて嬉しそうに笑う子供たちの姿が見られました。
事前打ち合わせからお世話になった江戸川南税務署の担当官の皆さん、積極的に参加してくだ

さった葛西小学校の先生方や児童の皆さん、ありがとうございました。

江戸川区立葛西小学校で第2回租税教室開催！

森田会⾧

内野雅晶
校⾧先生

佐藤署⾧
租税教育推進協議会は、税務署、都税事務所、区役所、区教育委員会、校⾧会、教育研究会社会
科部⾧、税務懇話会が連携し、税務及び教育関係者が協力して相互に話し合い、児童及び生徒に
対する租税教育を推進することを目的として活動しています。
主な活動として、税理士会から講師を派遣し、小学校６年生を対象とした租税教室を実施して、
税金の役割や仕組みについて分かりやすく説明しています。
なお、事務局は、税務署に設置されており、総務課または税務広報広聴官が担当し、協議会活動
に関する事務を円滑に進めるために、重要な役割を果たしています。
税務懇話会は、税務協力６団体（間税会、税理士会、納税貯蓄組合連合会、青色申告会、法人会、
酒販組合）の相互の理解と親睦を深めるとともに、協調して各団体の本来の活動発展に資し、税
務行政に協力・寄与することを目的としています。

５



【感想】
あっという間の45分でした。
次回機会が有れば、もっともっと解りやすく税金

の大切さ、必要さを子供達に伝えたいと思います。
キラキラと真剣な目でしっかりと話を聞いてくれ

て胸が熱くなり私も勉強に成りました。
ありがとうございました。

6
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【小学生からの感想】
〇税のない世界だとどうなってしまうのか考える
ようになった。
〇これからの生活で税について意識してみようと
思った。
〇1億円はすごい重かった。

８



【感想】
全員、熱心に聞いて、考えてくれました。素直に吸収で

きる時期に、このような授業をすることはとても有意義だ
と感じました。一生懸命に質問・回答してくれる生徒さん
たちに助けられ、いい体験をさせていただきました。

９



【感想】
『税金のある世界ない世界』をわかりやすく説明していた動
画を見て税金の大切さをしっかりと感じていました。
元気いっぱいの子どもたちに、たくさんの意見を発表して

頂き、私自身学びの多い時間となりました。ありがとうござ
います。

マリンとヤマト不思議な日曜日
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【感想】
実は身近なところにある消費税。この授業で少
しでも理解を深めてもらえていたら嬉しいです。
子供達は1億円を見て大盛り上がりでした！

彦田好之
理事

11



株式会社

東西線開通後の葛西の発展を支えてきた森田会⾧ 小林司広報委員⾧が伺いました。

森田会⾧のこと
小林広報委員⾧: 株式会社森田商事は、葛西で⾧年、地域に根差した事業を展
開されてきた老舗企業ですね。森田会⾧が事業を始められ頃の葛西は、どん
な所だったのですか。
森田会⾧: 私は、葛西で生まれ育ちました。1960年代後半までは東京23区内
とは思えないほど不便な環境で、後楽園球場にナイターを見に行くのも大変
でした。唯一の交通手段だった終バスは、新小岩駅前を出発するのが午後9時
半頃だったんです。
三方は田畑と牧場、海に向かっては葦が生い茂るような場所でした。森田家
は代々米づくりをしていましたが、父親は海苔漁業者に転向して成功してい
ました。しかし、浦安・葛西地域の埋め立て計画に伴い、海苔養殖ができな
くなってしまったんです。

江戸川南間税会 森田知行会⾧

小林司広報委員⾧

小林広報委員⾧: 大学生活はいかがでしたか。
森田会⾧: 大学入学が私の転機となりました。この大学生の時に
『マンション』という言葉を初めて耳にしました。しかし、大学
には入学したものの学園紛争※の影響で休校続きだったんです。

そこで、空いた時間を利用して宅地建物取引士と簿記の資格を
取得しました。それがまさか一生の仕事になるとは、当時は思っ
てもいませんでした。
※ 昭 和 4 3 ～ 4 4 年 （ 1 9 6 8 ～ 6 9 年 ） の 佐 藤 内 閣 の 時 期 に 、

東大・日大の学生を先頭に全大学の約8割の165校がバリケード
封鎖による学園紛争が全国的に起こりました。

後楽園球場

学園紛争

小林広報委員⾧: それは大きな転機ですね。
森田会⾧: 漁業権の補償金で800万円という今日の貨幣価値なら、
きっと何億円かの大金を手にした父は、輸出向けの家電製品組み立て
会社「森田製作所」を1965年に設立しました。テープレコーダー、
電蓄、ラジオなど、今では姿を消してしまった家電製品を扱っていま
した。輸出がどんどん伸びている時期でしたが、父の事業はうまくい
かず、赤字決算が続いていました。そんなある日、父が私にこう言っ
たんです。「やっぱり陸に上がった漁師の商売はダメだ。お前は大学
に行って勉強してこい。」

テープレコーダー
ラジオ

電
蓄

海苔養殖

12



葛西でのこと ～駅前での出会いを活かし、葛西の街づくりに貢献～
森田会⾧:土地区画整理事業によって道路は整備されていたものの、住宅はほとんどなく、23区内
の過疎地とも言うべき環境でした。そんな状況を激変させたのは、昭和44年（1969年）の東西線
開通でした。東西線が開通したことで、辺境の地からベッドタウンとして急速に発展しました。

小林広報委員⾧: 森田商事が不動産事業に専念するように
なった経緯について教えていただけますか。
森田会⾧:新住民を迎えるための住宅建設が急務となり、私
も不動産事業に専念することを決意しました。昭和48年
（1973年）に東西線葛西駅から500メートルほどの東葛西
２丁目で、不動産業を開業しました。昭和55年（1980年）
「森田製作所」を「森田商事」に社名変更し、地元の旧家
という森田家の暖簾と、住宅総合メーカー大手の大和ハウ
ス工業株式会社と出会い、彼らとの繋がりを通じて、次々
とアパート・マンション・テナントビル等の賃室物件を確
保することができたのです。
その後、平成2年（1990年）、葛西駅前の現在の場所に店舗
と事務所を移転しました。葛西駅の改札を出て、環状７号
線を渡った角、道路を隔てた向かい側には、きらぼし（旧
東京都民）銀行葛西支店があり、葛西の一等地と自負して
います。もちろん、駅前への移転には資金が必要でした。
そのため、父親は反対しましたが、私は駅前という立地が
もたらす可能性を信じていました。

東西線建設中の葛西周辺

東京都民銀行 葛西支店

昭和44年の葛西駅

森田商事店舗

昭和44年の葛西駅

結果的に、父の反対を押し
切って駅前へ移転したこと
が、更なる出会いへと繋が
ることになったのです。

森田商事店舗
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人との出会い
小林広報委員⾧: 具体的にどのような出会いがあったのですか？
森田会⾧: 特に印象的なのは、日本全国に展開する6法人80校の専門学校・大学・大学院・専門職
大学・高等学校・高等専修学校・日本語学校の教育機関を運営し、地域社会から国内外の企業と
連携し、業界のニーズに応える人材育成を実践している滋慶学園グループ総⾧の浮舟邦彦氏との
出会いですね。

小林広報委員⾧: 滋慶学園の学校を葛西地区でよく見かけますが、何校くらいあるのですか？
森田会⾧: 滋慶学園グループは現在、葛西地区に14校もの専門学校を運営されています。

北海道 大阪

小林広報委員⾧: そして、学校誘致に成功され、若者のいる街づくり、風俗店の規制、街の健全な
発展と、本来なら自治体がすべきプロジェクトを、森田会⾧がやってのけたのですね。

何とか滋慶学園に、専門学校を建ててほしいと思いました。そうすれば街に若者
の姿が目立つようになり、街全体に活気が出てくるビジョンが浮かびました。
私には、学校ができると、周辺での風俗店営業が許可されないことから、葛西の
健全な発展にもつながるとも考えていました。

浮舟氏は大阪から東京への進出を目指しており、葛西を訪れた
際に「うん、ここは学校を建てるのに良い土地だ」と呟きまし
た。その一言に、私は「この人とは波⾧が合う」と確信したの
を覚えています。

森田会⾧:そのとおりです。現在も、滋慶学園グループは葛西地区に専門学校を集中して運営して
います。しかし、最初の校舎開校時「学校は出来たけど、生徒さん達の寝泊りする部屋がない」
との話しになり、「それなら当社で」と一つの出会い、信頼関係から手を挙げ江戸川区中葛西に
女子寮50室、昭和58年当時の借入金利8%、工事費1億円の事業を建ち上げました。
その後も、専門学校を建て街を活性化させる浮舟氏の事業を手伝って、毎年、北海道や大阪を行
き来していた時期もありました。その時に、地方から東京に出てくる学生が多いと実感し、今日
でも貸室の拡大を続けています。

小林広報委員⾧: 森田会⾧が誘致した滋慶学園の専門学校が税を考える週間に広報動画を制作して
いるのを国税庁が発信しているエックスこと旧ツイッターで見ました。
森田会⾧: そうですね。西葛西駅前にある滋慶学園グループの専門学校の一つである東京俳優・映
画&放送専門学校は、国税庁と連携したユニークな取り組みを行っています。同校は、俳優、映画
監督、テレビディレクターなどの育成に力を入れており、多くの著名な卒業生を輩出しています。
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小林広報委員⾧: 具体的にはどのような取り組みですか？
森田会⾧: 同校は、令和２年より「税を考える週間」におけるPR動画を無償で制作し、地域社会
への貢献活動に積極的に取り組んでいます。制作された動画は、東京国税局管内の街頭ビジョン
やデジタルサイネージで放映され、多くの人々に視聴されています。さらに、各種SNSにも掲載
することで、より幅広い層へ税への理解を深めるきっかけを提供しています。
教職員も動画制作へ積極的に参加しており、事前に開催されるガイダンスや租税教室への生徒参
加を呼び掛けるなど、学校全体で動画制作に取り組んでいます。
小林広報委員⾧: その他にも印象的な出会いはありましたか？
森田会⾧:大阪に本社を置く1,000室以上のビジネスホテルを経営する石井会⾧との出会いも忘れら
れません。石井会⾧は、葛西に東京ディズニーランド見学客宿泊施設を計画されていました。石
井会⾧は、当社を訪れた際に「ええ店や、角店繁栄や」と評価してくださり、当社から葛西駅近
くの土地を取得いただきました。しかし、用地買収が進まず、取得できた土地が小さかったため、
計画は中止されましたが、石井会⾧からは賃貸マンションを建設していただき、管理業務も依頼
されました。
小林広報委員⾧: その後、どのようなことがあったのですか？
森田会⾧: その後、阪神淡路大震災が発生し、石井会⾧の大阪
本社のホテルが大被害を受けました。そこで、石井会⾧から
売却依頼を受け、弊社で買い受けたのです。
石井会⾧は、私にとって思い出深い、忘れられない人柄で
あり、今でも大阪へ出向くと石井会⾧が建てたホテルを
利用させていただいています。
小林広報委員⾧: 森田商事のロゴマークは、とても印象的ですね。
森田会⾧: このロゴマークは、私が分譲マンション事業を始めた平成2年に制作したものです。
「ハートランド」（街の中心街）というロゴをデザインしてもらいました。
小林広報委員⾧: 平成2年当時はバブル崩壊直後という厳しい時代だったと
思いますが、どのような経緯でロゴマークを制作することになったのですか。
森田会⾧: 当時、バブルが崩壊し、取得した土地が売却できず、苦戦していました。そんな中、初
めて赤字覚悟で分譲マンション事業を立ち上げることにしたのです。その事業のシンボルとなる
ロゴマークが必要と思い、株式会社リクルートコスモス※へデザインを依頼しました。そのデザ
イン料が高いことにびっくりしました。しかし、このロゴマークは、私にとって大切な「戒め」
となっています。 15



小林広報委員⾧: 「戒め」とは、どういう意味でしょうか？
森田会⾧: 「商売と言うのは、1年や2年で出来ることではない」ということを、このロゴマークを
通して実感したのです。私は、このロゴマークを見るたびに、「やっぱり30年、40年、50年と続
けること」が重要だと、改めて心に刻んでいます。
小林広報委員⾧: 森田商事では、家賃未納問題対策にも力を入れていると伺いました。
森田会⾧: はい。家賃未納は、不動産事業者にとって大きな課題です。そこで、当社では、家賃集
金代行サービスや空室対策サービスなどを提供しています。また、入居者とのコミュニケーショ
ンを密にすることで、未納を未然に防ぐよう努めています。

※株式会社リクルート
コスモスは、2006年8
月まで株式会社コスモ
スイニシアの前社名で
す。コスモスイニシア
は、首都圏を中心に
ファミリータイプのマ
ンション開発を展開す
る不動産デベロッパー
です。2005年にリク
ルートグループから独
立し、2013年に大和ハ
ウスグループ入りしま
した。

小林広報委員⾧: 森田商事では、防犯カメラ設置工事にも力を入れていると伺いました。
森田会⾧: 防犯カメラは、犯罪抑止に効果的な手段です。当社では、防犯カメラの設置やメンテナ
ンス、録画映像の管理など、トータルな防犯カメラサービスを提供しています。高画質カメラや
夜間でも鮮明に撮影できる赤外線カメラなど、お客様のニーズに合った防犯カメラを提案してい
ます。防犯カメラを設置する際には、設置場所、お客様のニーズに合ったカメラを選ぶことが重
要です。設置方法は、適切な方法で設置する必要があります。専門業者に依頼することをおすす
めします。防犯カメラで録画した映像は、適切に管理する必要がありますし、防犯カメラを設置
後は、５～６年ごとにメンテナンス工事が必要になることをご理解ください。
小林広報委員⾧: 防犯カメラ設置について、詳しく知りたい場合はどうすればよいですか？
森田会⾧: 防犯カメラ設置について、詳しく知りたい場合は、当社までお気軽にお問い合わせくだ
さい。
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小林広報委員⾧: 森田商事は、不動産事業以外にも様々な事業を展開しているそうですね。
森田会⾧:当社では、清掃業務、設備管理業務、建設業務、リフォーム・リノベーション、防水工
事、内外装工事、外構工事、造園工事などの事業も行っています。
小林広報委員⾧: 近年、株式会社クボタの龍ヶ崎工場の定期点検も受注されたと伺いました。
森田会⾧: 当社で、クボタの龍ケ崎工場の定期点検を受注し、高い評価をいただいております。
小林広報委員⾧: クボタのような大手企業からの信頼を得ているのは、森田商事の技術力と実績の
賜物ですね。

防犯活動について
小林広報委員⾧: 森田会⾧は、葛西防犯協会の会⾧も務められていますね。防犯活動への取り組み
について、教えていただけますか。
森田会⾧: 葛西防犯協会の会⾧は、先代社⾧と親子二代に渡り会⾧を務め、葛西防犯協会役員とし
て、20年間に渡り、地域の犯罪撲滅、犯罪抑止活動、振り込め詐欺の防止等、地域安全運動「安
全で安心して住める街づくり」を目指し、現在、公益財団法人東京防犯協会連合会※の評議員を
務めています。
※公益財団法人東京防犯協会連合会公益財団法人東京防犯協会連合会は、東京都内の防犯協会を
統括する団体です。防犯活動の推進や、防犯に関する情報提供などを行っています。

安全で安心して住める街、葛西
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小林広報委員⾧: 森田会⾧は、⾧年の功績が認められ、平成28
年には警視総監（防犯功労）賞、令和6年5月には警視総監（防
犯栄誉）賞を受賞されました。
森田会⾧: 地域住民の皆様と協力して取り組んできた防犯活動
が評価され、大変光栄に思います。今後も、安全・安心な街づ
くりを目指して、防犯活動に尽力していきたいと考えています。
小林広報委員⾧: 地域の方々にとって、森田会⾧はまさに防犯
の守護神のような存在ですね。
森田会⾧: ありがとうございます。地域の皆様の安全を守るた
めに、これからも全力で取り組んでいきます。

今後のビジョン
小林広報委員⾧: 森田商事は、今後どのような事業展開を考えていますか？
森田会⾧: 現在、森田商事が安定した利益を確保しているのは、駅前の一等地に店を構え、滋慶学
園の誘致などの実績があり、昔からの縁を大事にして、地元顧客をしっかりまとめている、優良
な自社賃貸マンション物件があることなどによります。しかし、近年は少子高齢化や空き家問題
など、新たな課題も生まれてきています。そこで、私は地域住民のニーズに合わせた、新しい事
業を展開していく必要があると考えています。具体的には、高齢者向けの住宅や介護施設、外国
人向けの住居や商業施設、災害対策に関する事業などを検討しています。
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小林広報委員⾧：森田会⾧と愛犬についてお伺いできますで
しょうか？
森田会⾧: はい、もちろんです。愛犬はワイマラナーという
犬種で、賢く活発、そして忠誠心が高いのが特徴です。訓練
を重ね、救助犬の資格も取得しています。令和6年能登半島
地震が発生した際、娘が被災地へと向かい、救助活動や被災
者支援に尽力しました。愛犬も一緒に参加したかったのです
が、残念ながら同行できませんでした。しかし、優れた嗅覚
と体力を持つ頼りになる存在です。
小林広報委員⾧: 娘さんも素晴らしいですね。ところで、森
田会⾧は地元の町会⾧も務められているそうですね。
森田会⾧: 町会⾧になってみて、町会と地元の小学校との関
係が深いことを知りました。その繋がりを活かして間税会で
の租税教室へと発展させました。また、今年から税の標語へ
応募していただけることになっています。当会の限られた予
算の中で、間税会の役員が協力して江戸川南税務署の税務行
政に貢献できるよう税の標語ミニのぼり旗を手作りしたりと
努力しています。

小 林 広 報 委 員 ⾧ : 森 田 会 ⾧ は 、
常 に 「 地 域 の た め 」 の 視 点 に
立 ち 、 そ こ を 動 か な い 不 動 産
会 社 と し て 、 挑 戦 し 続 け て
き た こと が よ く わ か り ま し た。

葛
西
小
学
校

今後も人と人との出会いを大切に、
地域の発展に貢献して参ります。

【会社概要】
株式会社森田商事
代表取締役社⾧ 森田知行
創業 昭和39年8月
設立 昭和47年4月
資本金 3,500万円
〒134-0084
江戸川区東葛西五丁目1番1-102号室
電話番号 03-3687-4131
営業時間 平日 9:00～18:00 土日 10:00～18:00
定休日 水曜日 祝日

ホームページ
https://www.moritashouzi.co.jp/
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日本国憲法第83条では、「国の財政を処理する権限は、国会の
議決に基いて、これを行使しなければならない。」と定めていま
す。これは、国の財産は国民全体の共有物であり、その管理と処
分は国民の代表である国会が担うべきという原則を示しています。
この原則の下で、国会（2024年5月8日（水）財務金融委員会
など）では、日本の外国為替資金特別会計（外為特会）の外貨準
備高が、先進7カ国（G7）で突出して多いことが指摘されてい
ます。2021年末時点でG7諸国の約4～13倍に相当し、外為特
会は、政府と日銀が保有する外貨準備の9割以上を保有。為替相
場の急激な変動に備え、主に米国債などのドル建て資産で運用。
2021年末時点の外貨準備高は1兆4058億ドル（TTM114.95
円で約161兆円）。2024年５月末時点の外貨準備高は1兆
2316億ドル（TTM156.74円で約193兆円）残存。G7で2位
のドイツは日本の4分の1以下。GDP比でも日本は28％で、他
のG7は1～11％程度です。為替介入や運用益の積み重ねで増加
しています。
政府は「適正規模について統一された見方はない」「市場変動に
対応するため十分な額を保有しておくことは重要」と答弁してい
ます。しかし、国民の財産である以上、その運用については透明
性のある議論が不可欠です。外為特会の適正規模と活用方法につ
いて、国民の理解と納得を得られるような透明性のある議論が求
められます。

なお、この302億円とは別に、カストディ費用・弁護士費用等の信託財産から引き落とされる費
用が別途発生していることがGPIFのホームページに記載されています。
カストディ費用とは、有価証券の保管・管理業務への費用です。
今後、GPIFは運用報酬等の透明性や適正性をさらに高めていくことが求められています。

GPIF本社
虎ノ門ヒルズ
森タワー7階

intelligence

令和4年度の「外国為替資金特別会計における外貨建資産の内訳及び運用収入の内訳等」によると、
外貨建資産の一部は、民間の資産運用機関の知見を活用した運用効率向上のため、外部委託され
ています。令和4年度末の委託残高は5249.5億円であり、これに係る支払手数料は6.29億円、
有価証券保管契約に係る支払手数料は9.83億円でした。

出典 東京新聞Web版

TTM（Telegraphic Transfer Middle Rate、仲値）とは、金融機関が外国為替取引をする際の基準
となるレートのことです。海外旅行に行く際など、日本円を外貨に両替するときのレートと、外貨
を日本円に戻すときのレートに開きがありますが、そのちょうど中間に位置するのがTTMです。

公的年金給付の財源は、9割程度が賦課方式（その年の保険料収入と国庫負担）
でまかなわれています。残り１割程度の年金積立金（積立方式部分）を、厚生労働省が、
国とは別の組織の「ＧＰＩＦ」に直接預けて運用（運用資産額は22年末に約200兆円）
しています。 これを「自主運用」といいます。

管理運用委託手数料
GPIFの2022年度業務報告書によると、運用資産額は
約200兆円でした。管理運用委託手数料額は302億円
（0.151％）で、このうち指数利用料が298億円、残
り４億円（0.02％）が運用受託機関への報酬となりま
す。
指数利用料とは、運用受託機関が指数連動型の運用を
行う際に支払う費用です。

出典 厚生労働省
ホームページ

20

約200兆円
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年

訪日外国人旅行者による消費額の推移

約4.8兆円

（試算値）

0.7

＋10.2%
約5.3兆円

（試算値）

10-12月
: 1.7兆円

2019年同期比
138.8％

2019年同期比100% 以上

7-9月
:1.4兆円

2019年同期比
116.8％

1-3月
:1.8兆円

2019年同期比
152.0％

（試算値）
0.9

第213回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号 令和6年4月12日より
〇訪日客免税の規模は、令和4年度（2022.4～2023.3）の免税購入金額は約6,442億円
〇不正利用による被害状況は、令和4年度に税関が消費税の追徴決定を行った件数367件
追徴決定額約22.0億円うち、滞納は153件（41.6％）約21.3億円（96.8％）

第211回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号 令和5年4月26日より
〇令和3（2021）年10月から免税販売手続が完全電子化されたことに伴い、国税庁はすべて
の購入記録情報を電子的に収集しています。

〇委員会で公開された情報によると、令和3（2021）年10月～令和4（2022）年2月の間に
1億円以上免税購入した者は延べ139人で、免税購入金額は約825億円に達しています。

通報窓口『不正な免税１１０番』～STOP！免税店制度の不正利用～

情報提供はコチラ

輸出物品販売場（輸販場）制度（免税店制度）の見直しについて
多額・多量の免税購入品が国外に持ち出されず国内での横流しが疑われる事例が多発し、出国時
に免税購入品を所持していない外国人旅行者を捕捉し即時徴収を行っても、その多くが滞納とな
るなど、輸出物品販売場制度の不正利用は看過できない状況となっています。このような実態を
踏まえ、令和６年度税制改正の大綱（令和５年 12 月 22 日閣議決定）において、「免税販売の要
件として、新たに政府の免税販売管理システムを通じて取得した税関確認情報（仮称）の保存を
求める」こととされ、これにより、出国時に税関において免税購入品の持ち出しが確認された場
合に免税販売が成立する制度へ見直す方向性が明示されました。なお、具体的な制度の詳細につ
いては、令和７年度税制改正において結論を得ることとされています。
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国税庁では、免税店制度を悪用している『人物』 及び『店舗』に関する個
別・具体的な情報を国税庁ホームページで受け付けています。情報をお持ちの
方は、国税庁ホームページの「情報提供フォーム」に情報をお寄せください。

令和６令和５令和３

出典:国土交通省 観光の現状について

出典:国税庁ホームページ



【問】国債の発行額が増え続けていく中、償還は可能なのでしょうか
【答】日本財政の現状は、国・地方の債務残高がGDPの2倍超と極めて厳しい状況で、財政規律の
維持と財政健全化が重要です。政府は様々な政策を講じ、財政健全化に取り組んでいます。

令和6年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けに関する件
2023年12月22日

日本銀行
日本銀行は、令和5年12月15日に開催した政策委員会において、令和6年度中に償還期限の到来
する本行保有国債の借換えのための引受けに関して、下記のとおり決定しましたので、お知らせ
します。

記
令和6年度中に償還期限の到来する本行保有国債（以下「償還期限到来国債」という。）の借換え
のための引受け（以下「借換引受け」という。）にかかる取扱いについて、「対政府取引に関す
る基本要領」（平成11年3月26日決定）2．の規定に基づき、償還期限到来国債のうち、利付国
債額面総額1兆7,000億円について、割引短期国債をもって、借換引受けを行うこと。

国債元本借換引受け

国庫納付金約2.1兆円

日銀の第139回事業年度（令和5年度）決算 損益の状況より
〇国債利息（受取利息）が約１.７兆円
〇法人税、住民税及び事業税を引いた当期剰余金が2兆2,872億円

剰余金処分の状況 国庫納付金
当期剰余金2兆2 ,872億円の処分については、日本銀行法第53条第1項に基づき、
法定準備金を1 ,143億円（当期剰余金の5％）積み立てたほか、同条第4項に基づ
き、財務大臣の認可を受け、配当金（500万円、払込出資金額の年5％の割合）を
支払うこととし、この結果、残余の2兆1 ,728億円を国庫に納付することとした。

当期剰余金

法定準備金

△配当金 500万円

国庫納付金 約2.1兆円

国債現在高（令和6年3月末現在）
国 債 1157.1兆円
内日銀保有 589.6兆円
日銀保有割合 約51%

単位：兆円
借換額公表年借換額公表年

16.7 2011年1.7 2023年

11.8 2010年2.0 2022年

9.3 2009年2.2 2021年

7.7 2008年2.2 2020年

9.6 2007年2.2 2019年

9.6 2006年2.2 2018年

16.5 2005年2.5 2017年

15.6 2004年3.0 2016年

12.8 2003年8.0 2015年

6.4 2002年10.4 2014年

3.3 2001年11.1 2013年

11.7 2012年

国債利息約1.7兆円

インテリジェンス
「intelligence」とは、
情報に基づく的確な判
断ができる能力、つま
り知能や知性のこと。

intelligence
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出典:財務省ホームページ

政府の財政運営に一定の柔軟性をもたらし、市場金利の
変動による影響を緩和する効果が期待できますが、その
効果は一時的なものであり、⾧期的な財政健全化のため
には、歳出削減や増税などの構造改革も必要です。

出典:日銀ホームページ



【会社概要】

株式会社ニューエッジ
New Edge Inc.
代表取締役 森井 和宏
〒134-0091 東京都江戸川区船堀2-4-19
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【事業内容】印刷通販事業 グラ
フィックデザイン制作事業
WEBデザイン制作 販売促進支
援事業 トガる事業づくり支援

【取引実績】江戸川南間税会
東京大学、筑波大学、明治大
学、東洋大学、株式会社セブ
ン‐イレブン・ジャパン、
日本マクドナルド
株式会社（※一部抜粋）
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Ａｇｏｒａ ｅＸ 株式会社 アゴラエックス
総合建設機械
環境プラントのレンタル＆リース及び販売

All for your satisfaction

【感謝とお祝いの集い2019/11】

【恒例新年祈願】



【四街道機材センター写真】

【本社写真】

【イタリアワイン輸入販売】弊社代表の趣味から始まりイタリアワインを
年間6000本ほど輸入販売しております。
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村上直美 理事



㈱ワールド・スペース＆㈱夢工房にて開催
対象は子育て世帯のひとり親の家族※登録制
お米や野菜、様々な食料を無料にて配布

食料の寄付も受け付けております。

せな

子ど

島村和実 理事
弊社でも連携しフードパントリーを開催して
おります。今年度より、らいおんはーと理事
となりました。子どもたちの笑顔が増える
ようお手伝いしたいと思います。

らいおんはーとは、子どもだけではなく
大人も沢山集まります。
困ったとき、寂しいとき、誰かの助けが
必要なとき、いつ行っても温かく迎えて
くれる場所。
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すべての子ども達に豊かで幸せな人生を」を理念に掲げ、不登校、いじめ、
貧困による教育格差、体験の格差。これらの解決に向けて同じ思いを持った
江戸川区内の小中高のPTA会⾧とその経験者などが立ち上がり、地域の学校
や、団体、企業などの仲間とともに
「子どもと親の成⾧支援」に取り組むNPO法人です。

「一人じゃないよ」を実感した時、人は勇気と元気が
湧いてくる。みんなで支え合える子ども食堂を作る事
が、自分の任務であり子どもたちを心豊かな大人へ
成⾧させる第一歩だと思っています

らいおんはーと
及川信之理事⾧

ホームページ

QRコード

〒133-0073 江⼾川区⿅⾻2丁⽬33−11 
TEL.03 -3575-4279
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残暑お見舞い申し上げます
安全で安心して住める街、葛西

株式会社

代表取締役 森田 知行
〒１３４－００８４
江戸川区東葛西５-１-１-１０２
ＴＥＬ ０３－３６８７－４１３１
ＦＡＸ ０３－３６８７－４１５６

MARUTAI DOBOKU CO.,LTD.

代表取締役 玉川 文明
〒１３４－８６３１
江戸川区北葛西３－５－１７
ＴＥＬ ０３－３６８９－４１１１
ＦＡＸ ０３－３６８６－１８００

稲垣商事有限会社
代表取締役 稲垣忠雄

〒１３４－００８３
江戸川区中葛西１－２１－５
ＴＥＬ ０３－３６８７－０７３８
ＦＡＸ ０３－５６７６－７０６６

株式会社 共 英
代表取締役社長 荒井 香名
〒１３４－８６４６
江戸川区江戸川５－１６－５１
ＴＥＬ ０３－３６８７－０３３３
ＦＡＸ ０３－３６８０－１０９９

代表取締役 桐 井 義 則
〒１３４－００１５
江戸川区西瑞江 ５－４－９
ＴＥＬ ０３－４５２６－１１１１
ＦＡＸ ０３－４５２６－１１１２

理事長 森山 貴
〒１３４－００8１
江戸川区北葛西４－３－１
ＴＥＬ ０３－５６７９－１２１１
ＦＡＸ ０３－３８７７－８９５６

代表取締役 中山 雄司
ＩＳＯ14001認証取得・エコカンパニーえどがわ登録事業所

クリーンな環境づくりを追求します。

〒１３４－００８４
江戸川区東葛西 ３－１６－３
ＴＥＬ ０３－３６８８－０４５４
ＦＡＸ ０３－３６８８－０５９８

株式会社柳屋
代表取締役 松﨑弘洋
皆様の便利な暮らしのお手伝い
〒１３４－００１３
江戸川区江戸川６－２１－１２
ＴＥＬ ０３－３６７５－１１１１

ＦＡＸ ０３－３６７５－１１３０
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不動産総合管理業務
建物総合管理業務

歴史を刻み、次代を拓く。

創業1900年（明治33年）

会長 森田知行

副会長
玉川文明

副会長
稲垣忠雄

副会長
荒井香名

副会長
桐井義則

常任理事
中山雄司

常任理事
松﨑弘洋

副会長
小林 司



株式会社ＪＡＭ
代表取締役 田中敦子
〒１３４－００９１
江戸川区船堀３－１－３
ＴＥＬ ０３－３６８７－８１３２
ＦＡＸ ０３－３６８９－１０８２

代表取締役 保戸田 誠志

〒１３４－００８３
江戸川区中葛西５－４２－６
ＴＥＬ ０３－３６８７－８３４３
ＦＡＸ ０３－３６８７－８５６３

陽光管理サービス株式会社
代表取締役 田中 龍介

〒１３４－００９１
江戸川区船堀３－５－７
ＴＥＬ ０３－３８６９－７５０３
ＦＡＸ ０３－３８６９－５１７６

有限会社武守商事
代表取締役 中川 守

〒１３４－００８８
江戸川区西葛西１－２－１８
ＴＥＬ ０３－３６８０－１００３
ＦＡＸ ０３－３８７７－５８２０

株式会社ツインタナカ
代表取締役 田中 格夫

〒１３４－００８８
江戸川区西葛西１－９－３
ＴＥＬ ０３－３６８８－１１７５
ＦＡＸ ０３－３６８８－１１７６

株式会社 ジンヤ
代表取締役 森田 和彦
〒１３４－００８３
江戸川区中葛西３－３４－９
ＴＥＬ ０３－３６８８－８５７８
ＦＡＸ ０３－３６８８－８５０３

有限会社関口企画
代表取締役 関口 眞司

〒１３４－００８４
江戸川区東葛西４－５３－８
ＴＥＬ ０３－３６８０－５４０３
ＦＡＸ ０３－３６８０－５５５４

代表取締役 井副隆興
〒１３４－００８４
江戸川区東葛西１－１６－３
ＴＥＬ ０３－３６８７－６０４７
ＦＡＸ ０３－３６８７－６０３９
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常任理事
保戸田誠志

常任理事
中川 守

常任理事
田中格夫

常任理事
森田和彦

常任理事
井副隆興

常任理事
田中龍介

常任理事
田中寿士

常任理事
関口眞司



代表取締役 小島 勝弘

〒１３４－００８５
江戸川区南葛西１－１３－１５
ＴＥＬ ０３－３６８７－５５７１
ＦＡＸ ０３－３６８７－５５７５

株式会社 関 三
代表取締役 関口 衛

〒１３４－００８８
江戸川区西葛西６－１３－１６
ＴＥＬ ０３－３６８９－６５０１
ＦＡＸ ０３－３６８９－６５０２

代表取締役 藤田 都志雄
〒１３４－００８８
江戸川区西葛西５－５－１４
ＴＥＬ ０３－５６９６－２２６６
ＦＡＸ ０３－５６９６－２２８４

栗山自動車工業株式会社
代表取締役会長 栗山 義広
〒１３４－００１５
江戸川区西瑞江５－６－２９
ＴＥＬ ０３－３６８９－７７１１
ＦＡＸ ０３－３６８９－７８２８

代表取締役 郡 修三
〒１３４－００８３
江戸川区中葛西７－８－５
ＴＥＬ ０３－３６８８－４４５３
ＦＡＸ ０３－３６８８－４４４６

土地調査測量・分筆登記
建物表題（新築・増築）登記

飯田裕土地家屋調査士事務所
代表 飯田 裕
〒１３４－００８３
江戸川区中葛西２－１３－７
ＴＥＬ ０３－３６８７－０８７６

ＦＡＸ ０３－３６８７－０８３２

Ａｇｏｒａ ｅｘ 株式会社
代表取締役 関口 克仁
〒１３４－００８４
江戸川区東葛西５－２７－２
ＴＥＬ ０３－６６６３－４５１１
ＦＡＸ ０３－６６６３－４５００

株式会社純光社
代表取締役 蓮沼 勝正
〒１３４－００９１
江戸川区船堀３－１１－１１
ＴＥＬ ０３－３６７５－３００１
ＦＡＸ ０３－３６７５－３１３９

残暑お見舞い申し上げます

こまつ菜 30

理事
藤田雄太

理事
栗山義広

理事
郡 初美

理事
飯田 裕

理事
村上直美

理事
蓮沼勝正

理事
関口 衛

常任理事
小島勝弘



有限会社瑞江セレモ
代表取締役 須賀 寛文

〒１３４－００１５
江戸川区西瑞江５－１－５
ＴＥＬ ０３－５６７４－４４４４
ＦＡＸ ０３－５６７４－４４４２

有限会社 トミクラ
代表取締役 鹿野 裕

〒１３４－００８３
江戸川区中葛西２ー３ー１９
ＴＥＬ ０３ー３６８８ー８８００

有限会社 西野商店
代表取締役 望月 泰宏
〒１３４－００８３
江戸川区中葛西２ー５ー２１
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０３－３６８９－２５０１

代表取締役
彦田 好之

〒１３４－００８４
江戸川区東葛西2-14-4
ＴＥＬ 03‐3689-6428
ＦＡＸ 03‐3689-9736

有限会社 森 幸
代表取締役 森 知教
〒１３４－００８４
江戸川区東葛西９－１４－１３
ＴＥＬ ・ＦＡＸ
０３ー３６８０ー４６６９

代表取締役 永尾 隼
〒１３４－００８４
江戸川区東葛西２－４－５
ＴＥＬ ０３－３６８６－０４０７
ＦＡＸ ０３－３６８６－０９２２

株式会社日新不動産
代表取締役 湯浅 碧
〒１３４－００９１
江戸川区船堀１－８－１６
ＴＥＬ ０３－３６８９－０２２０

ＦＡＸ ０３－３６８９－０３３５
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理事
森 幸男

監事
湯浅 碧

理事
須賀寛文

理事
望月泰宏

理事
島村和実

理事
彦田好之

理事
鹿野 裕

監事
永尾 隼



都間連女性部が東京国税局幹部等を講師とした研修会を開催
東京国税局間税会連合会女性部が東京国税局幹部等を
講 師 と し た 研 修 会 を 令 和６ 年 ４ 月 2 2 日 （ 月 ） 全 日 警
本社ビルで開催しました。当会から荒井香名女性部⾧
（副会⾧）が出席しました。

間税会 会報「こまつ菜」は、年３回（１月 ５月 ９月の各１日）発行です。32こまつ菜

かつて、鷹狩りに訪れた将軍徳川吉宗公が、御膳所で出された
地元で取れる菜っ葉の澄まし汁を大変気に入られました。
名 前 を 尋 ね る と 、 菜 っ 葉 だ と い う ば か り 。 そ れ な ら と
この地の地名である「小松川」の名を取って、「小松菜」
と命名されたという逸話は、広く知られています。
小松菜のイメージといえば、「暖かみ」や「庶民性」という
言葉が浮かぶのではないでしょうか。この親しみやすいイメージ
は、当会のカラーにぴったりなので、そんなご縁もあり、
会報誌のタイトルとして「こまつ菜」が採用されました。
これからも、皆様に温かい気持ちと、どこか懐かしい気持ちをお届け
できるよう、心を込めて編集してまいりますので、どうぞご愛読のほ
どよろしくお願いいたします。

【問】日本が財政危機に陥った場合、国債はどうなりますか
【 答 】 仮 に 財 政 危 機 に 陥 り 、 国 が 信 認 を 失 え ば 、 金 利 の 大 幅 な 上 昇 に 伴 い 国 債 価 額 が
下 落 し 、 家 計 や 企 業 に も 影 響 を 与 え る と と も に 、 国 の 円 滑 な 資 金 調 達 が 困 難 に な り 、
政府による様々な支払いに支障が生じるおそれがあります。そうした事態を招かないよう、
財政規律を維持し、財政健全化に努めていく必要があります。
「CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）保険料」とは、国債などの債券がデフォルト
（債務不履行）した場合に、損失を補填するための保険料です。「CDS保険料」は、信用リスク
の指標として用いられ、高いほどデフォルトリスクが高いと市場が判断していることを示します。

今回の説明は、簡略化しています。より詳細な情報については、以下の情報源をご参照ください。
出典: 財務省ホームページ、第213回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号 令和6年4月5日

CDS保険料国名

0.15％ドイツ

0.23％日本

0.24％フランス

0.33％イギリス

0.38％アメリカ

2.50％ギリシャ

13.32％エジプト

100％ロシア

二子玉川で最高のBBQ！
多摩川緑地バーベキュー広場

河川敷の自然空間で存分に
バーベキューを楽しめます！
最高の思い出作りにぜひ！


